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船舶事故調査報告書 

 

 平成３１年１月１６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（防波堤） 

発生日時 平成２９年１２月１５日 ０２時３２分ごろ 

発生場所 長崎県平戸市田平
た び ら

港の防波堤（平戸瀬戸） 

 田平港西防波堤灯台から真方位１５１°２００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２１.７′ 東経１２９°３４.５′） 

事故の概要  貨物船海運
かいうん

丸は、北北東進中、防波堤に衝突した。 

 海運丸は、球状船首部の破口等を生じ、また、防波堤は、コンクリ

ートの欠損等を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年１２月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（長

崎事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 海運丸、４９８トン 

１３５０９１、日松汽船株式会社（船舶所有者）、明港汽船株式会

社（船舶借入人）（Ａ社） 

７５.２３ｍ×１２.００ｍ×７.１０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成７年７月１８日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６８歳 

五級海技士（航海） 

 免 許 年 月 日 昭和４４年１０月３日 

 免 状 交 付 年 月 日 平成２６年５月２６日 

  免状有効期間満了日 平成３１年７月２９日 

航海士Ａ 男性 ６４歳 

六級海技士（航海）（履歴限定） 

免 許 年 月 日 平成２３年７月８日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２８年７月４日 

免状有効期間満了日 平成３３年７月７日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 球状船首部に破口を伴う凹損、右舷船首部外板に擦過傷 

防波堤 コンクリートに欠損及び擦過傷、上部フェンスの一部に倒壊 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の初期、潮流 南西流から北

東流への転流時 
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 事故の経過  本船は、船長及び航海士Ａほか３人が乗り組み、空倉で、平成２９

年１２月１４日１８時００分ごろ岡山県倉敷市水島港に向け、平戸瀬

戸を経由する予定で、熊本県八代市八代港を出港した。 

 航海士Ａは、単独の船橋当直につき、１５日０２時００分ごろ、平

戸大橋南方５.２海里（Ｍ）付近を約１１.５ノット（kn）の速力（対

地速力、以下同じ）で自動操舵により北北東進していたところ、船首

方に同航船を認めたので、指示を仰ぐこととして船長に昇橋を要請し

た。 

 本船は、船長が、昇橋後、航海士Ａと操船を交替し、航海士Ａを補

佐につけ、１号レーダー、２号レーダー及びＧＰＳプロッターをいず

れもコースアップ表示として作動させ、同航船の通過後に平戸瀬戸に

入ることとして約１０.５knに減速し、航行を続けた。（図１参照） 

 

 

 

 

図１ 船橋当直者の位置 

 船長は、０２時２６分ごろ、平戸大橋南方１,４００ｍ付近で手動

操舵に切り替え、平戸大橋中央部付近に針路を向けた後、平戸瀬戸の

通航経験が少ないと考えた航海士Ａに対して、同橋北方に位置する田

平港の防波堤（以下「本件防波堤」という。）への衝突事故が複数回

発生していることなどに触れながら同瀬戸の通航方法について説明を

始めた。 

 船長は、ふだん、平戸瀬戸を北航する際、反航船がいないときは、

平戸大橋の中央部付近に向けて航行し、平戸大橋の下で左舵を取って

いたが、０２時３０分ごろ平戸大橋の下で１号レーダーを０.２５Ｍ

レンジでオフセンターとし、航海士Ａに対する同瀬戸の通航方法の説

明に意識を向けていて左舵を取ることを失念した。 

 船長は、航海士Ａへの説明の途中で左舵を取っていなかったことに

気付き、１号レーダーで本件防波堤との距離を目測した後、まだ余裕

があると考えて左舵５°を取ったが、０２時３２分ごろ衝撃を感じて

本件防波堤に衝突したことを知り、主機を中立運転とした。 

 本船は、船長が、損傷状況等を確認して自力航行が可能であると判

断し、平戸瀬戸を北航した後、平戸市横
よこ

島西方沖で錨泊し、改めて各

部の点検を行ったところ、フォアピークタンクへの浸水が判明し、仮

修理が行われた。 

 船長は、錨泊後、本事故の発生を１１８番通報するとともにＡ社に

連絡した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本件防波堤、写真２ 本船

の損傷状況、写真３ 本件防波堤の損傷状況 参照） 

ＧＰＳプロッター ２号レーダー １号レーダー 操舵スタンド 

船長 航海士Ａ 
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 その他の事項  船長は、航海士Ａを補佐につけて平戸瀬戸を通航するのは初めてで

あった。 

航海士Ａは、平戸大橋の下を通過後、本船が左転せず本件防波堤に

接近していることに気付いたが、操船経験が豊富な船長が操船してい

るので、本件防波堤の手前で安全に左転できると思い、このことを船

長に進言しなかった。 

本件防波堤は、平戸瀬戸の屈曲部北東側に位置し、平戸大橋北方約

５００ｍの平戸市田平町の陸岸から北西方向に築造された長さ約４０

０ｍの防波堤で、北西端付近に田平港西防波堤灯台が、中央部付近か

ら北西方向に３基の簡易標識灯がそれぞれ設置されている。 

Ａ社は、本事故発生前、船長及び航海士ＡにＢＲＭ（Bridge 

Resource Management）訓練を受けさせていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、平戸瀬戸において、北北東進中、船長が、航海士Ａに対す

る同瀬戸の通航方法の説明に意識を向けていたことから、変針予定場

所である平戸大橋の下で左舵を取ることを失念し、その後、左舵を取

っていなかったことに気付き、まだ余裕があると考えて左舵５°を取

ったものの、変針が遅れて本件防波堤に衝突したものと考えられる。 

 航海士Ａは、平戸大橋の下を通過後、本船が左転せず本件防波堤に

接近していることに気付いていたものの、船長が操船しており、本件

防波堤の手前で安全に左転できると思ったことから、船長に進言しな

かったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、平戸瀬戸において、北北東進中、船長

が、航海士Ａに対する同瀬戸の通航方法の説明に意識を向けていたた

め、変針予定場所である平戸大橋の下で左舵を取ることを失念し、そ

の後、左舵を取っていなかったことに気付き、まだ余裕があると考え

て左舵５°を取ったものの、変針が遅れて本件防波堤に衝突したもの

と考えられる。 

再発防止策 

 

 Ａ社は、本事故後、再発防止策として、次の措置を講じた。 

 ・Ａ社所属の船員に対し、狭水道を航行する際、航海計画立案時に

針路目標や危険区域等を予め海図に記入して乗組員全員で把握す

ることのほか、航海中は船長及び船長以外の当直者がお互いに船

位等の情報を積極的に共有することを指示した。 

 ・Ａ社所属の船員に対し、船橋でのコミュニケーションの重要性を

再認識させる目的で、ＢＲＭ訓練に加えて、本事故を参考事例と

して教育を行うこととした。 

長崎県は、本事故後、本件防波堤への衝突の防止をより徹底するこ
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とを目的に、次の措置を講じた。 

 ・簡易標識灯の灯具を交換し、光達距離を４.５kmから５.５kmに、

閃
せん

光の明間を０.４秒から０.５秒にした。 

 ・３基の簡易標識灯の高さを揃
そろ

えた。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は操船に専念すること。 

 ・船橋当直者は、船橋において利用可能なあらゆる資源を有効に活

用するというＢＲＭ及びＢＴＭ（Bridge Team Management）の手

法を取り入れ、相互に積極的な意志疎通を行い、常に情報、認識

を共有すること。 

 ・定期的にＢＲＭやＢＴＭの訓練を実施し、ＢＲＭ等の定着を図る

こと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本件防波堤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田平港西防波堤灯台 衝突場所 簡易標識灯 



- 6 - 

写真２ 本船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 本件防波堤の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

球状船首部に破口を伴う凹損 右舷船首部外板に擦過傷 


